
�
�
�
�

小
稿
で
は
、
安
志
藩
大
庄
屋
井
上
家
文
書
に
含
ま
れ
る

古
城
申
伝
書
上
覚
の
紹
介
を
通
じ
て
、
近
世
中
期
に
お
け

る
古
城
跡
が
史
跡
と
し
て
い
か
に
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
の

か
、
そ
の
一
端
を
考
察
し
て
み
た
い
。

近
世
期
よ
り
史
跡
―
そ
れ
も
赤
松
氏
に
関
係
す
る
城
跡
―

を
強
烈
に
意
識
し
た
家
と
し
て
は
、
上
月
村

(

現
佐
用
町

上
月)

に
居
住
し
た
大
谷
家
が
知
ら
れ
る
。
赤
松
氏
の
流

れ
を
く
む
大
谷
家
で
は
代
々
赤
松
氏
を
顕
彰
す
る
動
き
が

み
ら
れ
た
。
特
に
六
代
目
当
主
の
義
章
は
、
太
平
山
＝
上

月
城
跡
を
会
場
と
し
て
、
文
政
九
年

(

一
八
二
六)

四
月

一
六
日
か
ら
一
八
日
に
上
月
合
戦
に
よ
っ
て
滅
亡
し
た
赤

松
政
範
等
を
供
養
す
る
太
平
山
二
百
五
十
回
忌
法
会
を
主

催
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
義
章
は
籠
城
に
加
わ
っ
た
者
を

調
べ
る
と
と
も
に
、
そ
の
子
孫
と
目
さ
れ
る
人
物
を
彼
な

り
の
直
向
き
な
考
証
に
よ
っ
て
つ
き
と
め
、
参
加
の
案
内

を
送
付
し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

(

１)

。
ま
た
、
本

研
究
会
が
調
査
対
象
と
し
て
き
た
前
期
赤
松
氏
に
つ
い
て

も
、
七
代
当
主
の
義
孝
が
赤
松
円
心
五
百
回
忌
に
あ
た
る

天
保
十
四
年

(

一
八
四
四)

に
法
雲
寺
に
忠
臣
塚
が
建
立

さ
れ
た
際
、
事
業
の
中
心
と
し
て
奔
走
し
た
同
家
執
事
の

姻
戚
に
あ
た
る
服
部
次
郎
左
衛
門
義
行

(

義
章
の
弟
義
列

の
子)

に
協
力
し
て
石
の
手
配
や
費
用
負
担
を
行
っ
て
い

る
。赤

松
氏
一
門
の
末
裔
を
自
認
す
る
大
谷
家
を
は
じ
め
と

し
た
家
々
が
家
祖
赤
松
氏
故
地
の
顕
彰
活
動
を
行
う
の
は

自
明
の
こ
と
に
思
わ
れ
る
が
、
中
世
以
来
の

｢

旧
家｣

で

は
な
い
家
の
場
合
、
古
城
は
ど
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
る
よ
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う
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

本
稿
で
紹
介
す
る

｢

古
城
申
伝
書
上
覚｣

は
、
現
在
の

佐
用
町
域
に
存
在
し
た
中
世
山
城
に
つ
い
て
、
大
庄
屋
の

井
上
家
が
領
主
の
安
志
藩
の
代
官
に
報
告
す
る
過
程
が
う

か
が
え
る
史
料
で
あ
る
が
、
井
上
家
は
中
世
以
来
の

｢

旧

家｣

で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し

た
問
い
に
答
え
う
る
素
材
と
し
て
も
注
目
で
き
よ
う
。
ま

た
、
本
史
料
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
知

ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
た
め
、
甚
だ
不
十
分
で
は
あ
る
も
の

の
、
当
該
史
料
の
翻
刻
を
行
い
な
が
ら
若
干
の
考
察
を
加

え
る
こ
と
に
し
て
、
史
料
紹
介
に
代
え
た
い
。

�
�
�
�
�
�
�
	



井
上
家
文
書
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
当
館
発
行
の

『
収

蔵
資
料
目
録
３

安
志
藩
大
庄
屋
井
上
家
文
書』

に
付
さ

れ
た
解
題
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ
こ
で
は
井
上

家
の
来
歴
に
つ
い
て
の
み
焦
点
を
絞
り
、
ご
く
簡
潔
に
確

認
す
る
。

井
上
家
は
初
代
の
四
郎
右
衛
門
正
凭
ま
さ
よ
り

以
降
、
近
代
に
至

る
ま
で
佐
用
郡
蔵
垣
内
村

(

佐
用
郡
佐
用
町
福
吉)

に
在

村
し
て
い
た
有
力
な
家
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
井
上

家
は
中
世
以
前
か
ら
同
村
に
居
住
し
て
い
た
わ
け
で
は
な

か
っ
た
と
さ
れ
る

(

２)

。
初
代
正
凭
か
ら
三
代
絹
畑
六
郎
右
衛

門
安
時
ま
で
は
蔵
垣
内
村
の
庄
屋
を
勤
め
て
い
た
と
考
え

ら
れ
て
お
り

(

３)

、
享
保
二
年

(

一
七
一
七)

に
安
志
藩
が
立

藩
す
る
と
、
同
五
年
か
ら
慶
応
元
年

(

一
八
六
五)

に
至

る
ま
で
、
五
代

(

四
代
当
主
沢
右
衛
門
正
富
〜
八
代
当
主

伝
四
郎
正
範)

に
わ
た
っ
て
蔵
垣
内
組
大
庄
屋
を
勤
め
て

い
る
。
な
お
、
蔵
垣
内
村
は
慶
長
五
年

(

一
六
〇
〇)

の

池
田
輝
政
に
よ
る
統
治
以
降
、
浅
野
家
、
幕
府
領
を
経
て
、

享
保
二
年

(

一
七
一
七)

に
豊
前
国
中
津
か
ら
小
笠
原
長

興
が
移
封
さ
れ
て
以
降
、
幕
末
に
至
る
ま
で
安
志
藩
領
で

あ
っ
た
。

以
上
が
井
上
家
の
略
歴
と
な
る
が
、
こ
こ
で
は
井
上
家

が
当
該
地
域
に
お
け
る
中
世
以
来
の
旧
家
で
は
な
か
っ
た

こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

�
�
�

�
�
�

�
�

�
�

�
次
に
、
本
稿
で
紹
介
す
る
史
料
の
翻
刻
を
掲
げ
、
史
料

の
性
格
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
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近
所
古
城
申
伝
書
上
覚

一
高
倉
山

嘉
吉
時
代
山
名
宗
全
白
幡
城
責
之
時
寄
城
、

其
後
上
月
責
之
時
太
閤
秀
吉
公
寄
城
、
上
月

毛
利
責
之
時
又
太
閤
秀
吉
公
高
倉
山
ニ
後
詰
之

由

一
櫛
田
宮
山
城
主

櫛
田
八
郎
有
景
、
円
福
寺
殿
白
幡
之
城
主
赤
松

季
則
之
孫
也
、
季
則
之
時
代
保
元
時
代
之
由

一
久
崎
浅
瀬
山
城
主

孝
橋
修
理
之
介
季
時

元
亀
時
代
也

一
米
田
城
主

赤
松
祐
清
従
四
位
下
江
見
川
原
弥
次
郎
小
寺
ト

モ正
和
時
代

一
升
之
山

間
島
氏
之
古
城
之
由
申
伝
候
得
共
、
時
代
委
相

知
不
申
候

右
之
通
古
来
�
申
伝
之
通
書
上
申
候
、
慥
成
ル

義
ハ
相
知
不
申
候
、
以
上

仁
位
村
庄
屋兵
右
衛
門(

印)

寅
年
四
月
朔
日

上
櫛
田
村
庄
屋彦
左
衛
門(

印)

絹
畑
沢
右
衛
門
殿

�
�
�

�
�
�



�
�


�

�
�

[

端
裏
書

｢

差
上
候
控｣]

古
城
申
伝
書
上
覚

一
海
田
之
城
主

当
御
領
分

皆
田
村

井
戸
和
泉
守

右
同
断

皆
田
村

一
広
岡
之
城
主

右
同
断

本
郷
村

本
郷
祐
義

一
上
月
太
平
城
主

森
対
馬
守
様
御
領
分上
月
村

赤
松
蔵
人
太
輔
政
範
雅
名
十
郎
ト
云

赤
松
佐
用
次
郎
頼
景
後
孫
赤
松
左
京

太
夫
政
則
孫
右
京
太
夫
政
元
嫡
子
也
、
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佐
用
赤
穂
揖
東
揖
西
宍
粟
五
郡

之
領
主
天
正
五
年
丑

十
二
月
十
八
日
落
城

一
早
瀬
之
城
主

当
御
領
分

早
瀬
村

同
舎
弟
赤
松
政
直

一
高
倉
山

右
同
断

上
櫛
田
村

大
久
保
出
羽
守
様
御
領
分

下
櫛
田
村

嘉
吉
時
代
山
名
宗
全
白
幡
城
責

之
時
寄
城
、
其
後
上
月
責
之
時

太
閤
秀
吉
公
寄
城
○
毛
上
月

利
責
之

時
又
太
閤
秀
吉
公
高
倉
山
ニ
後
詰
也

一
櫛
田
之
城
主

当
御
領
分

上
櫛
田
村

大
久
保
出
羽
守
様
御
領
分

下
櫛
田
村

櫛
田
八
郎
有
景
円
福
寺
殿
白
幡
之

城
主
赤
松
季
則
之
孫
也
、
季
則
之

時
代
保
元
時
代
之
由

一
浅
瀬
山
城
主

当
御
領
分

円
光
寺
村

森
対
馬
守
様
御
領
分久
崎
村

孝
橋
修
理
之
介
季
時
、
元
亀
時
代

一
飯
之
山

当
御
領
分

上
櫛
田
村

大
久
保
出
羽
守
様
御
領
分

下
櫛
田
村

森
対
馬
守
様
御
領
分久

崎
村

間
島
氏
居
城
之
由
申
伝
候
得
共
時
代

相
知
不
申
候

右
之
通
近
辺
古
城
地
古
来
よ
り

申
伝
之
通
書
上
申
候
、
慥
成
儀

相
知

不
申
候
以
上

延
享
三

年
四
月

絹
畑
沢
右
衛
門

(

印)

喜
多
村
又
左
衛
門
殿

史
料
Ａ
は
近
隣
の
古
城
跡
に
つ
い
て
報
告
す
べ
く
作
成

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
年
号
は
延
享
三
年

(

一
七
四
六)

で
、
仁
位
村
庄
屋
兵
右
衛
門
と
上
櫛
田
村
庄
屋
彦
左
衛
門

の
両
名
か
ら
蔵
垣
内
組
大
庄
屋
の
絹
畑
沢
右
衛
門
正
富

(

井
上
家
四
代
当
主)

に
宛
て
て
い
る
。
蔵
垣
内
組
は
差

出
人
欄
に
あ
る
仁
位
村
と
上
櫛
田
村
を
含
め
、
佐
用
郡
の
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う
ち
の
安
志
藩
領
の
十
一
ケ
村(

早
瀬
・
円
光
寺
・
山
田
・

中
山
・
本
郷
・
大
垣
内
・
皆
田
・
三
尾
・
蔵
垣
内)

を
統

べ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
本
史
料
が
蔵
垣
内
組
内
の
庄
屋
か

ら
大
庄
屋
に
向
け
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
そ
の
内
容
を
み
る
と
、
仁
位
村
と
上
櫛
田
村
の
近

隣
の
古
城
と
し
て
、
高
倉
山
・
宮
山
城
・
浅
瀬
山
城
・
米

田
城
・
升
の
山

(
飯
の
山
の
誤
記
カ)

の
五
か
所
を
書
き

上
げ
、｢

慥
成
ル
義
ハ
不
知｣

と
し
な
が
ら
も
、
各
城
の

城
主
と
そ
の
来
歴
を
簡
潔
に
記
し
て
い
る
。

一
方
、
史
料
Ｂ
は
、
蔵
垣
内
組
大
庄
屋
の
絹
畑
沢
右
衛

門
か
ら
安
志
藩
士
の
喜
多
村
又
左
衛
門
(

４)

に
向
け
て
作
成
さ

れ
た
文
書
の
控
え
で
あ
る
。
内
容
は
、
周
辺
の
古
城
跡
と

そ
の
来
歴
が
簡
潔
に
記
さ
れ
る
点
で
は
史
料
Ａ
と
共
通
す

る
が
、
古
城
と
し
て
史
料
Ａ
の
大
半
を
包
含
し
た
計
八
か

所
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り

(

５)

、
そ
の
立
地
す
る
領
分
に
つ

い
て
の
記
載
が
み
ら
れ
る
点
で
も
異
な
る
。
ま
た
、
史
料

Ａ
、
Ｂ
の
末
尾
に
は
列
記
し
た
城
郭
の
存
在
が
古
く
か
ら

の
伝
承
に
基
づ
く
も
の
で
、
そ
の
信
憑
性
に
つ
い
て
は
不

明
で
あ
る
旨
が
記
さ
れ
て
い
る
点
も
、
近
世
中
期
の
段
階

で
地
域
の
住
民
が
古
城
の
来
歴
に
つ
い
て
あ
や
ふ
や
と
な
っ

て
い
た
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
延
享
三
年
当
時
か
ら
地
域
の

伝
承
と
し
て
、
周
辺
の
古
城
が
伝
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
え
て
興
味
深
い

(

６)

。

史
料
Ａ
、
Ｂ
は
蔵
垣
内
組
内
各
村
か
ら
の
古
城
に
関
す

る
伝
承
に
つ
い
て
、
安
志
藩
に
報
告
す
べ
く
大
庄
屋
が
取

り
ま
と
め
、
安
志
藩
に
報
告
際
に
作
成
さ
れ
た
も
の
と
判

断
で
き
る
。

�
�
�
�
�
�
�

	



で
は
、
史
料
Ａ
、
Ｂ
の
作
成
背
景
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
詳
細
は
判
然
と
し
な
い
が
、
一
つ
の
可
能

性
と
し
て
延
享
三
年

(

一
七
四
六)

一
月
よ
り
実
施
さ
れ

た
諸
国
巡
見
使
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
。
諸
国
巡
見
使
と

は
、
大
名
・
使
番
・
両
番

(

書
院
番
・
小
性
組)

の
う
ち

よ
り
選
ば
れ
た
三
人
一
組
で
、
全
国
を
六
地
域
に
分
か
ち

一
斉
に
監
察
し
た
巡
見
使
の
う
ち
、
大
名
領
を
巡
視
し
た

も
の
を
指
す
。
そ
の
目
的
と
し
て
は
、
在
地
の
状
況
を
監

察
す
る
こ
と
で
、
個
別
領
主
の

｢

仕
置
の
善
悪｣

を
監
督

す
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

諸
国
巡
見
使
の
起
こ
り
は
寛
文
十
年

(

一
六
三
三)

と
さ

れ
る
が
、
天
和
元
年

(

一
六
八
一)

以
降
、
天
保
九
年
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(
一
八
三
八)

に
至
る
ま
で
将
軍
の
代
替
わ
り
ご
と
に
行

わ
れ
て
お
り
、
延
享
三
年
に
つ
い
て
も
九
代
将
軍
家
重
の

就
任
に
伴
い
実
施
さ
れ
て
い
る
。

延
享
三
年
に
お
け
る
安
志
藩
へ
の
監
察
は
、
史
料
Ａ
、

Ｂ
が
作
成
さ
れ
た
直
後
の
四
月
二
六
日
に
行
わ
れ
て
い
る

が

(

７)

、
そ
の
詳
細
は
不
明
で
あ
る
た
め
両
者
の
直
接
的
な
関

係
性
を
立
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
比
較
的

巡
見
内
容
が
判
明
す
る
天
保
九
年

(

一
八
三
八)

の
史
料

を
参
照
す
る
と
、
多
岐
に
わ
た
る
査
問
事
項
の
な
か
に
、

古
城
跡
の
有
無
と
そ
の
地
名
を
問
う
項
目
が
あ
る
た
め
、

古
城
跡
が
査
察
対
象
の
一
つ
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

古
城
を
調
査
対
象
と
し
た
理
由
と
し
て
は
、
幕
府
が
軍
事

的
拠
点
に
な
り
う
る
場
を
把
握
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る

が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
監
察
対
象
と
さ
れ
た
藩
、
ひ
い

て
は
藩
領
内
の
村
が
古
城
跡
を
認
知
し
て
お
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
状
況
に
あ
っ
た
点
に
注
意
を
向
け
た
い
。
史
料

Ａ

Ｂ
の
作
成
背
景
と
し
て
幕
府
に
よ
る
諸
国
巡
見
使
に

対
応
す
べ
く
、
古
城
跡
を
把
握
し
て
お
く
必
要
に
迫
ら
れ

た
安
志
藩
が
大
庄
屋
を
通
じ
て
、
地
元
の
古
城
跡
の
情
報

を
得
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
仮
設
は
置
い

て
お
く
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
藩
か
ら
の
求
め
に
応
じ

て
庄
屋
や
大
庄
屋
層
が
支
配
下
に
置
い
た
村
の
古
城
跡
に

関
す
る
情
報
を
蓄
積
す
る
必
要
に
あ
っ
た
点
は
間
違
い
な

い
だ
ろ
う
。

�
�
�
�

井
上
家
が
中
世
以
来
の
旧
家
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
、

す
で
に
述
べ
た
。
本
稿
で
は
、｢

古
城
申
伝
書
上
覚｣

二

点
の
史
料
紹
介
を
通
じ
て
、
そ
う
し
た
古
城
に
直
接
的
な

由
緒
を
持
た
ず
、
伝
承
に
つ
い
て
も

｢

慥
成
ル
義｣

を
知

ら
な
い
家
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
藩
命
に
よ
っ
て
そ
れ
ら

の
情
報
を
把
握
し
て
お
く
必
要
が
、
地
域
の
名
家
で
あ
る

庄
屋
や
大
庄
屋
層
に
求
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。

羽
賀
祥
二
に
よ
れ
ば
、
一
八
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀

に
か
け
て
、
大
名
や
旗
本
と
い
っ
た
領
主
層
は
古
戦
場
や

古
城
跡
に
先
人
の
偉
業
を
刻
ん
だ
記
念
碑
を
建
立
し
て
い

き
、
そ
れ
ら
が
地
誌
や
名
所
図
会
等
に
よ
っ
て
周
知
さ
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、｢

記
念
碑｣

が
敬
礼
対
象
と
し
て
認

識
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
地
域
の
有
力
農
商
民

(

旧
家
・

名
望
家)
も
自
家
の
創
業
者
や
地
域
に
功
績
の
あ
っ
た
人

物
の
遺
跡
に
つ
い
て
探
索
・
顕
彰
す
る
動
き
か
ら
、
復
古
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,



の
歴
史
的
潮
流
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う

(

８)

。

こ
う
し
た
羽
賀
の
歴
史
像
に
つ
い
て
本
稿
で
紹
介
し
た

史
料
だ
け
で
は
検
証
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
、
大

庄
屋
レ
ベ
ル
の
地
域
の
有
力
な
家
は
、
個
々
の
関
心
の
程

度
に
関
わ
ら
ず
、
地
域
に
存
在
し
た
古
城
や
そ
の
来
歴
に

触
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
は
本
史
料
の
紹
介
を
通
じ

て
い
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
職
務
を
通

じ
て
醸
成
さ
れ
た
の
が
、
地
域
の
歴
史
に
対
す
る
ま
な
ざ

し
で
あ
り
、
復
古
的
な
歴
史
的
潮
流
を
享
受
す
る
土
壌
が

培
わ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
播
磨
地
域
に
お
い
て
赤

松
氏
が
根
強
い
関
心
を
持
た
れ
続
け
て
い
る
背
景
に
は
、

以
上
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
た
め
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

注(

１)

森
田
竜
雄

｢

大
谷
家
に
つ
い
て｣

(『

播
磨
国
佐
用
郡
上
月

大
谷
家
文
書
目
録』

解
題

(

上
月
町
、
一
九
九
六
年)

、
六
五

八
―

六
一
頁
。

(

２)
『

収
蔵
資
料
目
録
３

安
志
藩
大
庄
屋
井
上
家
文
書』

(

兵

庫
県
立
歴
史
博
物
館
、
一
九
八
八
年)

、
四
頁
。

(

３)

井
上
家
は
三
代
か
ら
五
代
に
か
け
て
絹
畑
姓
を
名
乗
る
。

こ
れ
は
二
代
目
当
主
の
妻
の
姓
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

(

４)

喜
多
村
又
左
衛
門
は
宝
暦
一
一
年
段
階
で
米
七
石
三
人
扶

持
の
安
志
藩
士
で
あ
る

(｢

分
限
帳｣

宝
暦
一
一
年
四
月
改

(『

安
富
町
史』

史
料
編

(

安
富
町
、
一
九
九
五
年)

、
一
四
二

頁))

。
ま
た
、
宝
暦
一
四
年
に
佐
用
組
蔵
垣
内
村
が
用
水
溜

池
を
新
設
し
た
際
に
藩
主
以
下
の
役
掛
と
氏
名
を
記
し
た
も

の
に
は
御
代
官
と
い
う
立
場
に
あ
っ
た
人
物
だ
と
い
う

(『

安

富
町
史』

通
史
編

(

安
富
町
、
一
九
九
四
年)

、
三
九
一
頁)

。

(

５)

史
料
Ｂ
で
は
、
史
料
Ａ
の
う
ち
米
田
城
を
除
く
四
か
所
を

含
め
た
計
八
か
所
の
記
載
が
見
ら
れ
る
が
、
米
田
城
の
記
載

が
み
ら
れ
な
い
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

(

６)

大
正
一
一
年
に
編
纂
さ
れ
た

『

佐
用
郡
誌』

に
は
、
海
田

(

皆
田)

・
広
岡
の
両
城
主
に
つ
い
て
、
史
料
Ａ
、
Ｂ
と
同
様

の
記
載
が
み
と
め
ら
れ
る
。『

佐
用
郡
誌』

に
は
記
録
等
が
見

当
た
ら
な
い
と
し
て
お
り
、
お
そ
ら
く

｢

口
碑｣

に
因
っ
た

も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
こ
う
し
た
伝
承
が
近
世
中
期
の
史
料

か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。

(

７)
『

安
富
町
史』

通
史
編

(

安
富
町
、
一
九
九
四
年)

、
三
六

一
頁
。

(

８)

羽
賀
祥
二

『

史
蹟
論

19
世
紀
日
本
の
地
域
社
会
と
歴
史

認
識』

(

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年)

。
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